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公 安 委 員 会 規 則

告 示

愛知県告示第１２９号
計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項の規定に基づき、計量器の定期検査を次のように実施する。
なお、特定計量器検定検査規則（平成５年通商産業省令第７０号）第３９条第１項の規定による計量器の所在
の場所で行う定期検査は、各区域ともそれぞれ検査期日後６０日以内に実施する。
平成２４年３月２日

愛知県知事 大 村 秀 章
１ 定期検査日程
区 域 検 査 期 日 受 付 時 間 検 査 会 場

津島市 平成２４年４月１１日（水） 午前１０時から正午まで 津島市役所
午後１時から午後３時まで

同 同 ４月１２日（木） 同 同
同 同 ４月１３日（金） 同 同
海部郡大治町 同 ４月１７日（火） 同 大治町公民館
あま市 同 ４月２４日（火） 同 あま市役所七宝庁舎
同 同 ４月２５日（水） 同 あま市甚目寺公民館
同 同 ４月２６日（木） 同 あま市役所
海部郡蟹江町 同 ５月１４日（月） 同 蟹江町役場
同 同 ５月１５日（火） 同 同
弥富市 同 ５月１６日（水） 同 弥富市役所
同 同 ５月１７日（木） 同 弥富市役所鍋田支所
同 同 ５月１８日（金） 同 弥富市役所十四山支所
海部郡飛島村 同 ５月２１日（月） 同 飛島村役場
愛西市 同 ６月５日（火） 同 愛西市役所
同 同 ６月６日（水） 同 愛西市役所佐織庁舎
稲沢市 同 ６月１１日（月） 同 稲沢市役所
同 同 ６月１２日（火） 同 同
同 同 ６月１３日（水） 同 同
同 同 ６月１４日（木） 同 同
２ 定期検査対象特定計量器
質量計（計量法施行令（平成５年政令第３２９号）第２条第２号に掲げるもの。ただし、自重計を除く。）
で取引又は証明に使用するもの
３ 定期検査実施機関
愛知県指定定期検査機関 社団法人愛知県計量連合会

愛知県告示第１３０号
養鶏振興法（昭和３５年法律第４９号）第７条第１項の規定に基づき、次のようにふ化業者の登録をした。
平成２４年３月２日

愛知県知事 大 村 秀 章

登 録 番 号 ふ 化 業 者 の 名 称 及 び 住 所 ふ 化 場 の 名 称 及 び 所 在 地 登 録
年月日

２３東農第３５３４号 株式会社スリーエム
豊川市篠田町市道３番地の２

株式会社スリーエム
豊川市篠田町市道３番地の２

平成
２４．２．２

銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 第 四 条 の 三 第 二 項 又 は 第 十 二 条 の 三 の 診 断 を 行 う 医 師 の 指 定 等 に 関 す る 規 則 の 一

部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 四 年 三 月 二 日

愛 知 県 公 安 委 員 会 委 員 長 松 原 彰 雄

愛 知 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号

銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 第 四 条 の 三 第 二 項 又 は 第 十 二 条 の 三 の 診 断 を 行 う 医 師 の 指 定 等 に 関 す る 規 則

の 一 部 を 改 正 す る 規 則

銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 第 四 条 の 三 第 二 項 又 は 第 十 二 条 の 三 の 診 断 を 行 う 医 師 の 指 定 等 に 関 す る 規 則 （ 平

成 二 十 一 年 愛 知 県 公 安 委 員 会 規 則 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 表 中 「 第 八 条 第 十 六 項 」 を 「 第 五 条 の 二 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

１９０ 平成２４年３月２日 金曜日 愛 知 県 公 報 第２８５８号



愛知県告示第１３１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第１項の規定に基づき、都市計画事業を次のように認可した。
平成２４年３月２日

愛知県知事 大 村 秀 章

愛知県告示第１３２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づき、都市計画事業の事業計画の変更を次の
ように認可した。
平成２４年３月２日

愛知県知事 大 村 秀 章

愛知県告示第１３３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づき、都市計画事業の事業計画の変更を次の
ように認可した。
平成２４年３月２日

愛知県知事 大 村 秀 章

愛知県告示第１３４号
愛知県流域下水道条例（昭和５５年愛知県条例第１号）第５条の規定に基づき、一般利用施設を次のように
定め、平成２４年４月１日から施行する。
なお、平成２０年愛知県告示第１１５号（愛知県流域下水道条例第５条に規定する一般利用施設）は、平成２４年
３月３１日限り廃止する。
平成２４年３月２日

愛知県知事 大 村 秀 章

（「別紙図面」は省略し、愛知県建設部下水道課及び関係建設事務所に備え置いて一般の縦覧に供する。）

愛知県告示第１３５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は、公示の日から１箇月間愛知県建設部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成２４年３月２日

愛知県知事 大 村 秀 章

２３尾農第２３７３号 有限会社稲垣種鶏場
春日井市桃山町２丁目８１番地

有限会社稲垣種鶏場
春日井市桃山町２丁目８１番地 同 ２．１８

施 行 者
の 名 称 都市計画事業の種類及び名称 事業施行期間 事 業 地 図 書 の

縦覧場所

長久手市 名古屋都市計画緑地事業第１２４号長
湫南部１号緑地

平成２４年３月２日から
平成２７年３月３１日まで

収用の部分
長久手市根嶽、市ケ洞及び丁子田地内
使用の部分
なし

長久手市役
所

施 行 者
の 名 称 都市計画事業の種類及び名称 事業施行期間 事 業 地 図 書 の

縦覧場所

幸田町 西三河都市計画下水道事業幸田公
共下水道（南部処理分区）

昭和６１年１２月１２日から
平成２９年３月３１日まで

収用の部分
なし
使用の部分
なし

幸田町役場

施 行 者
の 名 称 都市計画事業の種類及び名称 事業施行期間 事 業 地 図 書 の

縦覧場所

幸田町 西三河都市計画下水道事業幸田公
共下水道（矢作川処理区）

平成４年８月２６日から
平成２９年３月３１日まで

収用の部分
変更なし
使用の部分
変更なし

幸田町役場

名 称 位 置 区 域 供用開始の期日

五条川左岸浄化センター一般利用施設 小牧市 別紙図面のとおり 平成１４年４月１日

新川東部浄化センター一般利用施設 北名古屋市 別紙図面のとおり 平成２０年３月３１日

境川浄化センター一般利用施設 刈谷市 別紙図面のとおり 平成２４年４月１日

平成２４年３月２日 金曜日 愛 知 県 公 報 第２８５８号 １９１



愛知県告示第１３６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は、公示の日から１箇月間愛知県建設部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成２４年３月２日

愛知県知事 大 村 秀 章

愛知県告示第１３７号
車両制限令（昭和３６年政令第２６５号）第３条第１項第２号イの規定に基づき、通行する車両の総重量の最高
限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大２５トンである道路を次のように指定する。

道路の
種 類 路 線 名

道 路 の 区 域
新旧
別 区 間 敷地の幅員 延 長

県 道豊田一色線 旧 西尾市深池町東浦１６番１地先から同五六１番２地先まで
ｍ

８.２～２２.６
�

０.２０８

新 同 １８.０～２２.６ ０.２０８

岡崎半田線 旧 岡崎市北本郷町字川田６番１地先から同字御用田２５番１地
先まで ８.２～１０.０ ０.０２３

新 同 ８.２～１０.１ ０.０２３

名古屋半田線 旧 東海市加木屋町白拍子１１５番２地先から同１１３番４地先まで １１.３～２８.０ ０.０２８

新 同 １３.８～２９.８ ０.０２８

境政成新田蟹江線 旧 弥富市鍋田町六野１６番１地先から同境町２３２番２地先まで ２５.０～４８.４ １.００９

新 弥富市鍋田町六野１６番１地先から同境町１９番地先まで ２３.０～５０.４ １.４４６

給父清須線 旧
あま市方領七ノ坪５８８番１地先から同東七之坪６２番１地先ま
で
あま市方領屋敷９２番地先から同東七之坪６２番１地先まで

Ａ １４.０～２７.０
Ｂ ２.４～５.０

０.１００
０.１２２

新 あま市方領七ノ坪５８８番１地先から同東七之坪６２番１地先ま
で Ａ １３.５～２４.０ ０.１００

名古屋豊山稲沢線 旧 北名古屋市鍜治ケ一色村内東７６番地先から同村内西１３５番地
先まで ８.０～１１.５ ０.１９０

新 同 ８.５～２０.０ ０.１９０

大府常滑線 旧 常滑市久米字西前田３９番１地先から同金山字大曽２０１番地先
まで １２.９～２６.６ ０.１６２

新 同 １３.５～２８.７ ０.１６２

東大見岡崎線 旧 岡崎市米河内町字本坂１番地先 ７.６～９.０ ０.００６

新 同 ９.０ ０.００６

備考 Ａ及びＢは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。

道路の
種 類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

一般国道１５１号 新城市八束穂字宮下５４６番１地先から同５５８番１２地先まで 平成２４年３月２日

県 道豊田一色線 西尾市深池町東浦４番１地先から同五六１番２地先まで

岡崎半田線 岡崎市北本郷町字川田９番地先から同字御用田２５番１地先まで

給父清須線 あま市方領七ノ坪５９５番３地先から同東七之坪６２番１地先まで

１９２ 平成２４年３月２日 金曜日 愛 知 県 公 報 第２８５８号



平成２４年３月２日
愛知県知事 大 村 秀 章

愛知県告示第１３８号
車両制限令（昭和３６年政令第２６５号）第３条第１項第３号の規定に基づき、通行する車両の高さの最高限度
が４.１メートルである道路を次のように指定し、併せて、同令第１０条第１項の規定に基づき、当該道路を通行
する高さが３.８メートルを超え４.１メートル以下の車両の通行方法を次のように定める。
平成２４年３月２日

愛知県知事 大 村 秀 章
１ 指定する道路の路線名及び区間

２ 指定する期日
平成２４年４月１日

３ 通行方法
１の道路を通行する高さが３.８メートルを超え４.１メートル以下の車両は、次の通行方法によらなければな
らない。
� 走行位置の指定
トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵すおそれがあるので、車
線からはみ出さないよう走行するとともに、道路に隣接する施設等に出入りするためやむを得ず車線か
らはみ出す場合は、標識や樹木等の上空障害物に接触しないよう十分に注意すること。
� 後方警戒措置
後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、横寸法０.２３メートル以上、縦寸
法０.１２メートル以上（又は横寸法０.１２メートル以上、縦寸法０.２３メートル以上）の地が黒色の板等に黄色
の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に掲げ
ること。

路 線 名 指 定 す る 道 路 の 区 間 指定する期日

一般国道３６６号 知多郡東浦町緒川字下家左川５５番４地先から大府市横根町池下１２４番１地先まで 平成２４年４月１日

県道半田常滑線 半田市川崎町四丁目１番２地先から同有楽町二丁目４５番５地先まで

県道半田南知多線 半田市十一号地１番１５地先から知多郡武豊町字七号地５番３地先まで

県道名古屋半田線 東海市名和町日向根３２番１地先から同加木屋町腹太５２番２地先まで

県道名古屋中環状線東海市新宝町３１番地先

路 線 名 区 間

一般国道３６６号 知多郡東浦町緒川字下家左川５５番４地先から大府市横根町池下１２４番１地先まで

県道半田常滑線 半田市川崎町四丁目１番２地先から同有楽町二丁目４５番５地先まで

県道半田南知多線 半田市十一号地１番１５地先から知多郡武豊町字七号地５番３地先まで

県道名古屋半田線 東海市名和町日向根３２番１地先から同加木屋町腹太５２番２地先まで

県道名古屋岡崎線 刈谷市井ヶ谷町沼田２３番１地先から豊田市高丘新町天王８３番１地先まで

県道名古屋中環状線 東海市新宝町３１番地先

県道豊田安城線 岡崎市橋目町字御小屋西２８番２地先から安城市尾崎町追池５２番５地先まで

県道小口名古屋線 丹羽郡大口町上小口三丁目１番１地先から同中小口三丁目６１番１地先まで

県道草井羽黒線 丹羽郡扶桑町大字�木字桜木５２６番地先から同大字高雄字定光寺１１２番３地先まで

県道岡崎豊明線 岡崎市岩津町川畔３３番３地先から豊田市上郷町三丁目１番１地先まで
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� 道路情報の収集
道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路情報を収集し、上空障
害箇所のないことを確認の上走行すること。

愛知県告示第１３９号
平成７年愛知県告示第７０５号（急傾斜地崩壊危険区域の指定）の一部を次のように改正する。
平成２４年３月２日

愛知県知事 大 村 秀 章
第２項を次のように改める。
２ 豊田市久木町槙林区域
次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から９号までを順次結んだ線、標柱９号と１０号を市道足助久木
山ノ神線官民境界線に沿つて結んだ線、標柱１０号から１７号までを順次結んだ線及び標柱１７号と１号を結ん
だ線に囲まれた土地の区域
市 町 地番 標柱番号
豊田 久木 細久後 １５ １号
同 同 同 １４ ２号
同 同 同 ２８－４ ３号
同 同 菅ノ草 ２４ ４号
同 同 同 ３１－３ ５号
同 同 槙林 ５－１ ６号
同 同 東洞 ３７－１ ７号
同 同 同 ３５ ８号
同 同 同 ４４－４ ９号
同 同 細久後 １９－１ １０号
同 同 屋毛 １７ １１号
同 同 同 １２－４ １２号
同 同 同 １２－３ １３号
同 同 同 ５ １４号
同 同 同 ４ １５号
同 同 同 ３－１ １６号
同 同 同 １－１ １７号

公 告

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第５条第１項の規定により大規模小売
店舗の新設の届出があった。
なお、法第８条第２項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の
保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から４箇月以内に限り、愛知県に対
し意見書の提出により意見を述べることができる。
平成２４年３月２日

愛知県知事 大 村 秀 章
１ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
株式会社バロー
岐阜県恵那市大井町１８０番地の１
代表取締役 田代 正美

２ 大規模小売店舗の名称及び所在地
（仮称）バロー蟹江店
海部郡蟹江町大字西之森字長瀬下６５番３ほか９筆

３ 大規模小売店舗の新設をする日
平成２４年９月２８日

４ 大規模小売店舗の概要

届 出 事 項 概 要

小売業を
行う者

氏 名 又 は 名 称 株式会社バロー

代 表 者 の 氏 名 代表取締役 田代 正美

住 所 岐阜県恵那市大井町１８０番地の１

そ の 他 小 売 業 を 行 う 者 なし

店 舗 面 積 の 合 計 １,４２５㎡
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５ 届出の日
平成２４年１月２７日

６ 届出等の縦覧場所
愛知県産業労働部商業流通課（名古屋市中区三の丸三丁目１－２）

７ 届出等の縦覧の期間及び時間
平成２４年３月２日（金）から平成２４年７月２日（月）まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法
律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の午前９時から午後５時３０分まで
８ 意見書の提出期限及び提出先
平成２４年７月２日（月）
愛知県産業労働部商業流通課

中心市街地の活性化に関する法律（平成１０年法律第９２号）第５５条第１項の規定に基づき、第二種大規模小
売店舗立地法特例区域を次のように定めた。
平成２４年３月２日

愛知県知事 大 村 秀 章
１ 県道１４３号豊橋停車場線並びに豊橋市道上伝馬町・駅前大通２号線、広小路２号線及び関屋町・駅前大通
１０号線で囲まれた区域
２ 県道１４３号豊橋停車場線並びに豊橋市道駅前大通・東小田原町６号線、駅前大通３号線、駅前大通・東小
田原町５号線、駅前大通４号線及び駅前大通１５号線で囲まれた区域
３ 豊橋市花田町字西宿無番地の一部
４ 豊橋市道大橋通・萱町１５号線、松葉町・駅前大通４号線、広小路１号線及び松葉町・広小路８号線で囲
まれた区域

職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第４６条第２項の規定によって、平成２４年度前期技能検定を次の
ように行います。
平成２４年３月２日

愛知県知事 大 村 秀 章
１ 実施等級の区分
１級、２級、３級及び単一等級

２ 技能検定の方法
実技試験及び学科試験

３ 試験の実施職種、実施期日等
� 実技試験
ア 実施職種（（ ）内は選択作業を示す。）
� １級及び２級技能検定 ４７職種８７作業
園芸装飾（室内園芸装飾作業）、造園（造園工事作業）、鋳造（鋳鉄鋳物鋳造作業）、金属熱処理

（一般熱処理作業、浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業及び高周波・炎熱処理作業）、粉末冶金（焼結作
業）、機械加工（普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、数値制御フライス盤作業、ボー
ル盤作業、数値制御ボール盤作業、平面研削盤作業、数値制御平面研削盤作業、円筒研削盤作業、数

駐 車 場
位 置 縦覧による

収容台数 １００台

施設の配
置に関す
る事項

駐 輪 場
位 置 縦覧による

収容台数 ４２台

荷 さ ば き 施 設
位 置 縦覧による

面 積 １５０㎡

廃棄物等の保管施 位 置 縦覧による
設 容 量 ５０.４�

小売業を行う者の開店時刻 午前９時

小売業を行う者の閉店時刻 午後９時３０分
施設の運
営方法に
関する事
項

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯 午前８時３０分から午後１０時まで

駐車場の自動車の
出入口

数 ７箇所

位 置 縦覧による
荷さばき施設において荷さば
きを行うことができる時間帯 午前６時から午後１０時まで
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値制御円筒研削盤作業、心無し研削盤作業、ホブ盤作業、数値制御ホブ盤作業及びマシニングセン
タ作業）、放電加工（数値制御形彫り放電加工作業及びワイヤ放電加工作業）、金属プレス加工（金
属プレス作業）、鉄工（製缶作業及び構造物鉄工作業）、建築板金（内外装板金作業及びダクト板金
作業）、工場板金（曲げ板金作業及び打出し板金作業）、めっき（電気めっき作業）、アルミニウム陽
極酸化処理（陽極酸化処理作業）、仕上げ（治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業及び機械組立仕上げ
作業）、切削工具研削（工作機械用切削工具研削作業及び超硬刃物研磨作業）、ダイカスト（ホット
チャンバダイカスト作業及びコールドチャンバダイカスト作業）、電子機器組立て（電子機器組立て
作業）、電気機器組立て（変圧器組立て作業及び配電盤・制御盤組立て作業）、産業車両整備（産業
車両整備作業）、鉄道車両製造・整備（機器ぎ装作業、内部ぎ装作業、配管ぎ装作業、電気ぎ装作業
及び鉄道車両現図作業）、建設機械整備（建設機械整備作業）、婦人子供服製造（婦人子供注文服製
作作業）、家具製作（家具手加工作業及び家具機械加工作業）、建具製作（木製建具手加工作業及び
木製建具機械加工作業）、印刷（オフセット印刷作業）、プラスチック成形（射出成形作業）、陶磁器
製造（手ろくろ成形作業）、石材施工（石張り作業）、とび（とび作業）、左官（左官作業）、築炉（築
炉作業）、ブロック建築（コンクリートブロック工事作業）、タイル張り（タイル張り作業）、畳製作
（畳製作作業）、防水施工（ウレタンゴム系塗膜防水工事作業、シーリング防水工事作業及びＦＲＰ
防水工事作業）、内装仕上げ施工（プラスチック系床仕上げ工事作業、木質系床仕上げ工事作業、カー
ペット系床仕上げ工事作業、鋼製下地工事作業及びボード仕上げ工事作業）、熱絶縁施工（保温保冷
工事作業及び吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業）、サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）、
ウェルポイント施工（ウェルポイント工事作業）、化学分析（化学分析作業）、貴金属装身具製作（貴
金属装身具製作作業）、表装（壁装作業）、塗装（木工塗装作業、建築塗装作業、金属塗装作業及び
噴霧塗装作業）、広告美術仕上げ（広告面粘着シート仕上げ作業）、写真（肖像写真デジタル作業）、
商品装飾展示（商品装飾展示作業）及びフラワー装飾（フラワー装飾作業）
� ３級技能検定 ２０職種３０作業
園芸装飾（室内園芸装飾作業）、造園（造園工事作業）、鋳造（鋳鉄鋳物鋳造作業）、金属熱処理

（一般熱処理作業、浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業及び高周波・炎熱処理作業）、機械加工（普通旋
盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、平面研削盤作業及びマシニングセンタ作業）、建築板
金（内外装板金作業）、工場板金（曲げ板金作業及び打出し板金作業）、めっき（電気めっき作業）、
仕上げ（機械組立仕上げ作業）、機械保全（機械系保全作業及び電気系保全作業）、電子機器組立て
（電子機器組立て作業）、とび（とび作業）、左官（左官作業）、ブロック建築（コンクリートブロッ
ク工事作業）、内装仕上げ施工（プラスチック系床仕上げ工事作業、鋼製下地工事作業及びボード仕
上げ工事作業）、塗装（金属塗装作業）、広告美術仕上げ（広告面粘着シート仕上げ作業）、舞台機構
調整（音響機構調整作業）、商品装飾展示（商品装飾展示作業）及びフラワー装飾（フラワー装飾作
業）
� 単一等級技能検定 ３職種４作業
路面標示施工（溶融ペイントハンドマーカー工事作業及び加熱ペイントマシンマーカー工事作業）、
塗料調色（調色作業）及び産業洗浄（高圧洗浄作業）

イ 実施期日
平成２４年６月４日（月）から平成２４年９月９日（日）までの間で愛知県職業能力開発協会が指定す
る日に行います。
ウ 実施場所
愛知県職業能力開発協会から通知します。

エ 受検手数料
学生及び生徒が３級を受ける場合 全職種 １１,０００円
その他の場合 全職種 １６,５００円

� 学科試験
ア 実施職種及び実施期日

実 施 職 種 実 施 期 日

３級
園芸装飾、造園、鋳造、機械加工、建築板金、工場板金、めっき、仕上げ、機械保全、電
子機器組立て、とび、左官、ブロック建築、内装仕上げ施工、塗装、広告美術仕上げ、舞
台機構調整、商品装飾展示及びフラワー装飾

平成２４年７月２２日（日）

１級及び２級
造園、金属熱処理、金属プレス加工、産業車両整備、プラスチック成形、とび、築炉、防
水施工、サッシ施工、化学分析及び塗装
３級
金属熱処理
単一等級
産業洗浄

平成２４年８月１９日（日）

１級及び２級
粉末冶金、機械加工、鉄工、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、ダイカスト、電子機器
組立て、建設機械整備、婦人子供服製造、家具製作、建具製作、印刷、左官、畳製作、内
装仕上げ施工、貴金属装身具製作、広告美術仕上げ及び商品装飾展示

平成２４年８月２６日（日）
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イ 実施場所
愛知県職業能力開発協会から通知します。

ウ 受検手数料
全職種 ３,１００円

４ 技能検定受検申請書
� 配布場所
愛知県職業能力開発協会及び各県民生活プラザ

� 提出先
愛知県職業能力開発協会技能検定課
名古屋市西区浅間二丁目３－１４（郵便番号４５１－００３５）
電話（０５２）５２４－２０３４

� 受付期間
平成２４年４月９日（月）から平成２４年４月１８日（水）まで（日曜日及び土曜日を除く。）

� その他
実技試験及び学科試験の両方の免除を受ける資格のある人は、３に掲げる実施職種でない職種につい
ても受検申請ができます。

５ 問合せ先
愛知県産業労働部労政担当局就業促進課産業人材育成室人材育成・技能振興グループ
名古屋市中区三の丸三丁目１－２（郵便番号４６０－８５０１）
電話（０５２）９５４－６３６５
愛知県職業能力開発協会技能検定課

職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第４６条第２項の規定によって、平成２４年度随時３級、基礎１級
及び基礎２級技能検定を次のように行います。
平成２４年３月２日

愛知県知事 大 村 秀 章
１ 技能検定の方法
実技試験及び学科試験

２ 試験の実施職種、実施期日等
� 実技試験
ア 実施職種（（ ）内は選択作業を示す。）
� 随時３級技能検定 ５３職種８４作業
さく井（パーカッション式さく井工事作業及びロータリー式さく井工事作業）、鋳造（鋳鉄鋳物鋳
造作業、銅合金鋳物鋳造作業及び軽合金鋳物鋳造作業）、鍛造（ハンマ型鍛造作業及びプレス型鍛造
作業）、機械加工（普通旋盤作業及びフライス盤作業）、金属プレス加工（金属プレス作業）、鉄工
（構造物鉄工作業）、建築板金（ダクト板金作業）、工場板金（機械板金作業）、めっき（電気めっき
作業及び溶融亜鉛めっき作業）、アルミニウム陽極酸化処理（陽極酸化処理作業）、仕上げ（治工具
仕上げ作業、金型仕上げ作業及び機械組立仕上げ作業）、機械検査（機械検査作業）、ダイカスト（ホッ
トチャンバダイカスト作業及びコールドチャンバダイカスト作業）、機械保全（機械系保全作業）、
電子機器組立て（電子機器組立て作業）、電気機器組立て（回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、
配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業及び回転電機巻線製作作業）、プリント配線板
製造（プリント配線板設計作業及びプリント配線板製造作業）、冷凍空気調和機器施工（冷凍空気調
和機器施工作業）、染色（糸浸染作業及び織物・ニット浸染作業）、ニット製品製造（丸編みニット
製造作業及び靴下製造作業）、婦人子供服製造（婦人子供既製服製造作業）、紳士服製造（紳士既製
服製造作業）、寝具製作（寝具製作作業）、帆布製品製造（帆布製品製造作業）、布はく縫製（ワイシャ
ツ製造作業）、家具製作（家具手加工作業）、建具製作（木製建具手加工作業）、紙器・段ボール箱製
造（印刷箱打抜き作業、印刷箱製箱作業、貼箱製造作業及び段ボール箱製造作業）、印刷（オフセッ
ト印刷作業）、製本（製本作業）、プラスチック成形（圧縮成形作業、射出成形作業、インフレーショ
ン成形作業及びブロー成形作業）、強化プラスチック成形（手積み積層成形作業）、石材施工（石材
加工作業及び石張り作業）、パン製造（パン製造作業）、ハム・ソーセージ・ベーコン製造（ハム・
ソーセージ・ベーコン製造作業）、水産練り製品製造（かまぼこ製品製造作業）、建築大工（大工工
事作業）、かわらぶき（かわらぶき作業）、とび（とび作業）、左官（左官作業）、タイル張り（タイ
ル張り作業）、配管（建築配管作業及びプラント配管作業）、型枠施工（型枠工事作業）、鉄筋施工

１級及び２級
写真 平成２４年８月２９日（水）

１級及び２級
園芸装飾、鋳造、放電加工、建築板金、工場板金、仕上げ、切削工具研削、電気機器組立
て、鉄道車両製造・整備、陶磁器製造、石材施工、ブロック建築、タイル張り、熱絶縁施
工、ウェルポイント施工、表装及びフラワー装飾
単一等級
路面標示施工及び塗料調色

平成２４年９月２日（日）

平成２４年３月２日 金曜日 愛 知 県 公 報 第２８５８号 １９７



（鉄筋組立て作業）、コンクリート圧送施工（コンクリート圧送工事作業）、防水施工（シーリング防
水工事作業）、内装仕上げ施工（プラスチック系床仕上げ工事作業、カーペット系床仕上げ工事作業、
鋼製下地工事作業、ボード仕上げ工事作業及びカーテン工事作業）、熱絶縁施工（保温保冷工事作業）、
サッシ施工（ビル用サッシ施工作業）、ウェルポイント施工（ウェルポイント工事作業）、表装（壁
装作業）、塗装（建築塗装作業、金属塗装作業、鋼橋塗装作業及び噴霧塗装作業）及び工業包装（工
業包装作業）
� 基礎１級及び基礎２級技能検定 ５３職種
さく井、鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、めっき、アルミ
ニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、ダイカスト、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立
て、プリント配線板製造、冷凍空気調和機器施工、染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士
服製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製、家具製作、建具製作、紙器・段ボール箱製造、印
刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、石材施工、パン製造、ハム・ソーセージ・
ベーコン製造、水産練り製品製造、建築大工、かわらぶき、とび、左官、タイル張り、配管、型枠
施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施工、ウェ
ルポイント施工、表装、塗装及び工業包装

イ 実施期日及び実施場所
別に愛知県職業能力開発協会が指定します。

ウ 受検手数料
全職種 １６,５００円

� 学科試験
ア 実施職種
�アで定めた全職種について行います。

イ 実施期日及び実施場所
別に愛知県職業能力開発協会が指定します。

ウ 受検手数料
全職種 ３,１００円

３ 技能検定受検申請書
� 配布場所及び提出先
愛知県職業能力開発協会技能検定課
名古屋市西区浅間二丁目３－１４（郵便番号４５１－００３５）
電話（０５２）５２４－２０３４

� 受付期間
随時

� その他
随時３級の試験については、受検しようとする職種に係る基礎１級又は基礎２級に合格した者に限り
受検することができます。

４ 問合せ先
愛知県産業労働部労政担当局就業促進課産業人材育成室人材育成・技能振興グループ
名古屋市中区三の丸三丁目１－２（郵便番号４６０－８５０１）
電話（０５２）９５４－６３６５
愛知県職業能力開発協会技能検定課

測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第１４条第２項の規定に基づき、名古屋市長か
ら次のように公共測量を終了した旨の通知があった。
平成２４年３月２日

愛知県知事 大 村 秀 章

土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第２９条第１項の規定に基づき、長湫中部土地区画整理組合から退
任した理事の氏名及び住所の届出があった。
平成２４年３月２日

愛知県知事 大 村 秀 章
青山 浩 長久手市先達５０８

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定に基づき許可した次の工事は完了した。
平成２４年３月２日

愛知県知事 大 村 秀 章

測 量 地 域 測 量 期 間 測 量 方 法

名古屋市千種区平和公園二丁目 平成２３年１１月１日から
平成２４年１月３１日まで 公共測量（２級基準点測量及び４級水準測量）

名古屋市緑区大高町字大根山 平成２３年１１月１日から
平成２４年１月３１日まで 公共測量（１級基準点測量及び１級水準測量）
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土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定に基づき、次のように収用の裁決手続の開始を決定
した。
平成２４年３月２日

愛 知 県 収 用 委 員 会
１ 起業者の名称
名古屋市

２ 事業の種類
名古屋都市計画公園事業４・４・６号川名公園

３ 裁決手続の開始を決定した土地の所在
名古屋市昭和区花見通一丁目

４ 裁決手続の開始を決定した土地の地番、地目、地積等

５ 土地所有者の氏名及び住所
神本 倫辰
名古屋市昭和区花見通１丁目４４番地の５

６ 土地に関して権利を有する関係人の氏名、住所及びその権利の種類
なし

７ 裁決手続開始決定年月日
平成２４年２月２３日

許可番号 許 可
年月日

検査済証
交 付
年 月 日

申 請 者 氏 名 申 請 者 住 所 開 発 地 域 の 名 称 開発区域
の 面 積

２３知 建
５９－２６

平成
２３．８．３０

平成
２４．２．９竹内 林 知多市岡田字向屋敷１１ 知多市岡田字向田５６

�
６６７.１０

２３知 建
５９－３８ ２３．１１．７２４．２．１７みゆき不動産 林 光男一宮市北神明町４－３６ 知多郡武豊町字道仙田３０－

１ ２,２２１.４７

２３知 建
５９－４２ ２３．１１．２４２４．２．２１伊藤 勇一 常滑市小倉町６－９ 常滑市金山字西岨３６－６ ２０５.１３

２３東 建
６１－１２ ２３．１１．２２４．２．２２

愛静東海株式会社
代表取締役 町 信雄豊橋市東田町字井原１６－１

蒲郡市豊岡町満土呂１５－４
ほか２７筆 ８,００２.２１

地 番
地 目 地 積（�） 収用しようとする土地

の面積（�）公 簿 現 況 公 簿 実 測

４４番５ 宅 地 宅 地 １０２.２４ １０２.５９ １０２.５９
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本号価格 １３８円
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